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　また，政治資金パーティーの対価の支払いについての公開基準は，１回の政治資金パーティー

当たり２０万円（令和９年以後は５万円）を超えるもので，支払いをした者の氏名（団体の場合

にあっては，その名称），住所（団体の場合にあっては，その主たる事務所の所在地）を「収支

報告書」に記載しなければなりません。

　何人も，政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることなく，政治資金

パーティーの対価の支払をすることができません。

　政治資金パーティーを開催する者は，口座振込み以外の方法によってされる政治資金パー

ティーの対価の支払を受けることができません。

　上記にかかわらず，政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払等につい

ては，口座への振込み以外の方法によってすることができます。この場合において，口座への振

込み以外の方法によって当該対価の支払を受けた者は，遅滞なく，その政治資金パーティーの対

価に係る金銭を開催者の預貯金口座に預け入れる必要があります。

(3) 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限
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(4) その他の規制

(5) 政治資金パーティーを開催した者の寄附の制限
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※４　　　令和９年１月１日からは政党がする公職の候補者への政治活動（選挙運動を除く）に関する金銭等による寄附が禁止されます。

（※４） （※４）
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5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
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2年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑　又は50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は30万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑　又は30万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑

又は30万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑

30万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑

又は50万円以下の罰金
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5年以下の拘禁刑又は　100万円以下の罰金

5年以下の拘禁刑又は　100万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑又は　50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑又は　50万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑又は　50万円以下の罰金

6ヶ月以下の拘禁刑又は　30万円以下の罰金

拘禁刑又は罰金若しくはその併科

拘禁刑

25② 50万円以下の罰金 25①の注意義務怠慢

25③ 19の14②(2) 確認義務違反

25④ 100万円以下の罰金 19の14②(1) 説明義務違反，虚偽説明等

25⑤ 50万円以下の罰金 19の14②(4) 確認書の未添付
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